
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  外国子会社合算税制                    

Ｑ：外国子会社合算税制が改正されたそう

ですが、どういうものなのですか？                             

                                              

Ａ：租税回避を抑制するための税制です。 

【解説】  

外国子会社合算税制とは、外国子会社を利

用した租税回避を抑制するため、一定の条件

に該当する外国子会社の所得を日本の親会社

の所得とみなして、日本で課税するというも

のです。 

これまでは、外国子会社の租税負担割合が

20%以上であれば、実体がない場合であっても

制度が適用されない一方、租税負担割合が20%

未満であれば、実体のある事業を行っている

場合であっても、親会社の所得に合算されて

しまうという問題点があったため、平成29年

の税制改正で、外国子会社の租税負担割合で

判定する制度から所得や事業内容によって判

定する制度へと改正がされました。 

これにより、従来は制度の対象外であった

租税負担割合20%以上の外国子会社について、

一見して明らかに、利子・配当・使用料等の

「受動的所得」しかなく租税回避リスクが高

いと考えられるペーパーカンパニー等につい

ては、外国子会社合算税制の対象となり、他

方で、経済活動の実体のある事業から得られ

た、いわゆる「能動的所得」については、合

算対象から外されることとされました。 
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